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内　

閣　

府 
○　
　
　
　
　

令
第　
　
　

号 

　

経
済
産
業
省 

　

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
三
十
八

条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
商
取
引
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和　

年　
　

月　
　

日 

内
閣
総
理
大
臣　

高
市　

早
苗　
　

 

経
済
産
業
大
臣　

●
●　

●
●　
　

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
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傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。 
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改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

  

第
二
十
五
条　

［
略
］ 

第
二
十
五
条　

［
略
］ 

２　

［
略
］ 

２　

［
同
上
］ 

３　

［
略
］ 

３　

［
同
上
］ 

一　

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客

一　

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送

信
し
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

に
記
録
す
る
方
法 

記
録
す
る
方
法 

［
二
・
三　

略
］ 

［
二
・
三　

同
上
］ 

４　

［
略
］

４　

［
同
上
］

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
に

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
に

よ
る
通
知
に
係
る
電
磁
的
方
法
） 

よ
る
通
知
に
係
る
電
磁
的
方
法
） 

第
三
十
九
条　

［
略
］ 

第
三
十
九
条　

［
同
上
］ 

一　

［
略
］ 

一　

［
同
上
］ 

イ　

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申

イ　

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申

込
み
を
し
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

込
み
を
し
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

［
ロ
・
ハ　

略
］ 

［
ロ
・
ハ　

同
上
］ 

二　

［
略
］ 

二　

［
同
上
］ 
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［
２
・
３　

略
］

［
２
・
３　

同
上
］

第
四
十
七
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
四
十
七
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面
に
記
載
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面
に
記
載
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
き
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

合
を
除
き
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一　

［
略
］

［
イ
～
ト　

略
］

一　

［
同
上
］

［
イ
～
ト　

同
上
］

二　

［
略
］

［
イ
～
チ　

略
］

二　

［
同
上
］

［
イ
～
チ　

同
上
］

三　

役
務
提
供
契
約

イ　

［
略
］ 

三　

役
務
提
供
契
約

イ　

［
同
上
］ 

の
申
込
み
の
撤
回

ロ　

イ
に
記
載
し
た
事
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
申

の
申
込
み
の
撤
回

ロ　

イ
に
記
載
し
た
事
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
申

又
は
役
務
提
供
契

込
者
等
が
、
役
務
提
供
事
業
者
が
法
第
二
十

又
は
役
務
提
供
契

込
者
等
が
、
役
務
提
供
事
業
者
が
法
第
二
十

約
の
解
除
に
関
す

一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
役
務
提
供

約
の
解
除
に
関
す

一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
役
務
提
供

る
事
項

契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
役
務
提
供
契
約

る
事
項

契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
役
務
提
供
契
約

の
解
除
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
不
実
の
こ
と

の
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
不
実

を
告
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
誤
認
を

の
こ
と
を
告
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り

し
、
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
同
条
第
三
項

誤
認
を
し
、
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
同
条

の
規
定
に
違
反
し
て
威
迫
し
た
こ
と
に
よ
り

第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
威
迫
し
た
こ
と

困
惑
し
、
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
当
該
契
約
の
申

に
よ
り
困
惑
し
、
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
当
該
契

込
み
の
撤
回
又
は
契
約
の
解
除
を
行
わ
な
か

約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
契
約
の
解
除
を
行
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つ
た
場
合
に
は
、
当
該
役
務
提
供
事
業
者
が

わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
役
務
提
供
事

交
付
し
た
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

業
者
が
交
付
し
た
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た

の
書
面
を
当
該
申
込
者
等
が
受
領
し
た
日
か

だ
し
書
の
書
面
を
当
該
申
込
者
等
が
受
領
し

ら
起
算
し
て
八
日
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
当

た
日
か
ら
起
算
し
て
八
日
を
経
過
す
る
ま
で

該
申
込
者
等
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に

は
、
当
該
申
込
者
等
は
、
書
面
又
は
電
磁
的

よ
り
当
該
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
契
約

記
録
に
よ
り
当
該
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又

の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

は
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

 

。 
［
ハ
～
ト　

略
］

［
ハ
～
ト　

同
上
］

（
電
話
勧
誘
顧
客
の
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
行
為
） 

（
電
話
勧
誘
顧
客
の
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
行
為
） 

第
六
十
三
条　

［
略
］ 

第
六
十
三
条　

［
同
上
］ 

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務

提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
基

提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
基

づ
く
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
電
話
勧
誘
顧
客
（
法
第
二
条
第
三
項

づ
く
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
電
話
勧
誘
顧
客
（
法
第
二
条
第
三
項

の
電
話
勧
誘
顧
客
を
い
う
。
次
条
第
三
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。

の
電
話
勧
誘
顧
客
を
い
う
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
と
つ
て

）
に
と
つ
て
当
該
売
買
契
約
に
係
る
商
品
若
し
く
は
特
定
権
利
（
法
第
二

当
該
売
買
契
約
に
係
る
商
品
若
し
く
は
特
定
権
利
（
法
第
二
条
第
四
項
第

条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お

一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

い
て
同
じ
。
）
と
同
種
の
商
品
若
し
く
は
特
定
権
利
の
分
量
が
そ
の
日
常

）
と
同
種
の
商
品
若
し
く
は
特
定
権
利
の
分
量
が
そ
の
日
常
生
活
に
お
い

生
活
に
お
い
て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
分
量
を
著
し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る

て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
分
量
を
著
し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
又
は
当

こ
と
又
は
当
該
役
務
提
供
契
約
に
係
る
役
務
と
同
種
の
役
務
の
提
供
を
受

該
役
務
提
供
契
約
に
係
る
役
務
と
同
種
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
回
数
若

け
る
回
数
若
し
く
は
期
間
若
し
く
は
そ
の
分
量
が
そ
の
日
常
生
活
に
お
い

し
く
は
期
間
若
し
く
は
そ
の
分
量
が
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
通
常
必
要
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て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
回
数
、
期
間
若
し
く
は
分
量
を
著
し
く
超
え
る
こ

と
さ
れ
る
回
数
、
期
間
若
し
く
は
分
量
を
著
し
く
超
え
る
こ
と
と
な
る
こ

と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
勧
誘
す
る
こ
と
。 

と
を
知
り
な
が
ら
勧
誘
す
る
こ
と
。 

二　

［
略
］

二　

［
同
上
］

（
電
話
勧
誘
販
売
に
お
け
る
禁
止
行
為
） 

（
電
話
勧
誘
販
売
に
お
け
る
禁
止
行
為
） 

第
六
十
四
条　

［
略
］ 

第
六
十
四
条　

［
同
上
］ 

［
一
～
六　

略
］ 

［
一
～
六　

同
上
］ 

七　

［
略
］ 

七　

［
同
上
］ 

イ　

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
電

イ　

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
顧

話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し

客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
、
電
磁
的

、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
係
る
手
続
を
進
め
る
行
為 

方
法
に
よ
る
提
供
に
係
る
手
続
を
進
め
る
行
為 

ロ　

電
話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の

ロ　

顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
判
断
に
影

判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告

響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
き
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為

げ
る
行
為
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
） 

（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
） 

［
ハ
～
ホ　

略
］ 

［
ハ
～
ホ　

同
上
］ 

ヘ　

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
確
認
に
際
し
、
偽
り
そ

ヘ　

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
確
認
に
際
し
、
偽
り
そ

の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
電
話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務

の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を

の
提
供
を
受
け
る
者
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
行
為 

受
け
る
者
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
行
為 

ト　

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
確
認
を
せ
ず
、
又
は
確

ト　

第
五
十
条
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
三
項
の
確
認
を
せ
ず
、
又
は
確

認
が
で
き
な
い
電
話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を

認
が
で
き
な
い
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者

受
け
る
者
に
対
し
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
す
る
行
為 
に
対
し
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
す
る
行
為 

チ　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
電
話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入
者
若
し

チ　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務

く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
承
諾
を
代
行
し
、
又
は
電
磁
的
方
法

の
提
供
を
受
け
る
者
の
承
諾
を
代
行
し
、
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
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に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
の
受
領
を
代
行
す
る
行
為 

供
さ
れ
る
事
項
の
受
領
を
代
行
す
る
行
為 

リ　

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
話
勧
誘
顧
客
又
は
購
入

リ　

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
顧
客
又
は
購
入
者
若
し
く

者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
意
に
反
し
て
承
諾
さ
せ
、
又

は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
の
意
に
反
し
て
承
諾
さ
せ
、
又
は
電
磁
的

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
を
受
領
さ
せ
る
行
為

方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
を
受
領
さ
せ
る
行
為

（
連
鎖
販
売
取
引
に
お
け
る
禁
止
行
為
） 

（
連
鎖
販
売
取
引
に
お
け
る
禁
止
行
為
） 

第
八
十
七
条　

［
略
］ 

第
八
十
七
条　

［
同
上
］ 

［
一
～
三　

略
］ 

［
一
～
三　

同
上
］ 

四　

そ
の
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
が
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

四　

そ
の
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
が
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
書

規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
書

面
を
交
付
し
な
い
こ
と
を
唆
し
、
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に

面
を
交
付
し
な
い
こ
と
を
唆
し
、
又
は
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
面
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
の
あ

す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
面
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
書

る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
を
唆
す
こ
と
。 

面
を
交
付
す
る
こ
と
を
唆
す
こ
と
。 

［
五
～
十
二　

略
］

［
五
～
十
二　

同
上
］

（
公
示
送
達
の
方
法
） 

 

第
百
五
十
四
条　

法
第
六
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
方
法
は
、
主
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
項
に
規
定
す
る
旨
の
閲
覧
を
す
る

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
主
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た

も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
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。 一　

主
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
法
第
六
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
旨
を
そ
の
旨
の
閲
覧

を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
第

二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。

）
を
使
用
す
る
も
の

備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 
　

こ
の
命
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
七
条
の
表
、
第
六
十
三
条
第
一
号
、
第
六
十
四
条
第
七
号

及
び
第
八
十
七
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


